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標準市議会会議規則の一部改正について 

 

 去る２月３日に書面開催いたしました第２２２回理事会・第１１１回評議員会合同会

議においてご了承いただきました標準市議会会議規則の一部改正について、別添のとお

り通知いたします。 

 今回の改正は、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備

を図る観点から、住民が議員として活動するに当たっての制約要因の解消に資するため、

本会議や委員会への欠席事由として育児、看護、介護等を明文化するとともに、出産に

ついて産前・産後期間にも配慮した規定の整備を図ったほか、行政手続等において原則

として押印を廃止する政府の政策動向を踏まえ、市議会に対する請願に係る署名押印の

見直しを行ったものです。 

各市議会におかれましては、改正の趣旨をご理解の上、早期の市議会会議規則の改正

について適切にご配慮いただきますようお願い申し上げます。 

 また、今回の欠席事由に係る改正は、平成２７年の改正により本会議及び委員会の欠

席事由として「出産」が明文化されたこと等を踏まえて行われたものであることに鑑み、

会議規則において「出産」を欠席事由として明文化されていない市議会におかれまして

は、今回の標準市議会会議規則の改正を機に、その明文化について改めてご検討いただ

きますようお願い申し上げます。 

 なお、欠席事由に係る会議規則の改正に止まらず、議員活動と家庭生活との両立支援

など住民が議員活動をしやすい環境づくりは、女性をはじめ多様な人材の市議会への参

画を促す環境整備の一環として重要なことだと存じます。 

いくつかの市議会では、女性模擬議会の開催やハラスメント防止研修などに取り組ま

れているところですが、各市議会におかれましては、それぞれの市の実情を踏まえ、男

女を問わず議員活動をしやすい環境づくりへの取組について、適切な配慮をいただきま

すようお願い申し上げます。 

 本会といたしましても、引き続き、このような取組に対する地方財政措置の拡充を要

望して参ります。 

 

全国市議会議長会 

企画議事部 本橋・篠田・内田 

ＴＥＬ：０３－３２６２－２３０３ 

ＦＡＸ：０３－３２６３－５７５１ 



標準市議会会議規則の改正について（欠席の届出関係） 

 

改正の理由 

 令和２年１２月２５日、「第５次男女共同参画基本計画」が閣議決定され、地方議会議員

の本会議や委員会への欠席事由として標準会議規則において明文化されている出産につい

て、産前・産後の期間にも配慮した規定とするよう、政府から本会はじめ三議長会に要請す

ることとされた。併せて、育児や介護等についても、欠席事由として同規則への明文化を要

請することとされた。１２月２３日には、担当大臣はじめ政府与党から本会の会長に要請が

なされた。 

それ以前にも、「第３２次地方制度調査会の答申（令和２年６月）や「地方議会・議員の

あり方に関する研究会報告書」（令和２年９月）において、女性をはじめとする多様な住民

が議員として活動するに当たっての制約要因の解消に資するため、標準会議規則に出産、育

児、介護等を明文化すべきとの指摘がなされていたところである。 

本会ではこれまでも、女性をはじめ多様な人材の市議会への参画を促進することが議員の

なり手の確保にもつながるとの観点から、政府において必要な環境整備等を図ることを求め

てきた経緯がある。基本計画の記載は、本会要望の趣旨と軌を一にするものであり、政府与

党からの要請を受け止め、これに沿った対応を図ることが適当である。 

このような基本的考え方に立って、標準市議会会議規則第２条及び第９１条を以下のとお

り改正する。 

 

新 旧 

（欠席の届出） 

第２条 議員は、公務、疾病、育児、看護、

介護、配偶者の出産補助その他のやむを

得ない事由のため出席できないときは、

その理由を付け、当日の開議時刻までに

議長に届け出なければならない。 

２ 議員は、出産のため出席できないとき

は、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合

にあっては、１４週間）前の日から当該出

産の日後８週間を経過する日までの範囲

内において、その期間を明らかにして、あ

らかじめ議長に欠席届を提出することが

できる。 

（欠席の届出） 

第９１条 委員は、公務、疾病、育児、看護、

介護、配偶者の出産補助その他のやむを

得ない事由のため出席できないときは、

その理由を付け、当日の開議時刻までに

委員長に届け出なければならない。 

２ 委員は、出産のため出席できないとき

は、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合

にあっては、１４週間）前の日から当該出

産の日後８週間を経過する日までの範囲

内において、その期間を明らかにして、あ

らかじめ委員長に欠席届を提出すること

ができる。 

（欠席の届出） 

第２条 議員は、事故のため出席できない

ときは、その理由を付け、当日の開議時刻

までに議長に届け出なければならない。 

２ 議員は、出産のため出席できないとき

は、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席

届を提出することができる。 

（欠席の届出） 

第９１条 委員は、事故のため出席できな

いときは、その理由を付け、当日の開議時

刻までに委員長に届け出なければならな

い。 

２ 委員は、出産のため出席できないとき

は、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠

席届を提出することができる。 
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改正の考え方について 

１． 女性をはじめ多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備の一環として、議員と

して活動するに当たっての制約要因の解消に資するため、すでに規定されている「出産」

に加え、「育児」「看護」「介護」及び「配偶者の出産補助」を具体的に例示として明文

化するものである。 

   「看護」「介護」等については、高齢化と世帯の縮小が進む中、男女、年齢を問わず

必要となる事由と考える。 

出産については、医学的な知見を踏まえ、出産に伴う欠席期間の範囲を明文化するこ

とが適当と考えられ＊、この点において他の欠席事由とは異なる事情を有することに鑑

み、これまで通り第２項に規定することとする。 

   

  ＊産前産後の期間における母体の健康維持・回復に必要な期間について、配慮する必要。

（厚生省「母性保護に係る専門家会議報告書」（平成８年１０月）参照） 

 

なお、「配偶者の出産補助」については、「看護」「介護」に準じる事由と理解できる

こと、加えて、令和２年１２月１５日閣議決定の「全世代型社会保障の方針」において、

妻の出産直後の育児休業の取得を促進する新たな枠組みを導入するとされ、令和３年の

通常国会に必要な法案の提出を図るとされていることなどを踏まえたものである。 

 

２． 上記の改正に併せて、規定の整備を行う。現行標準会議規則では、「出産」以外の具

体の欠席事由を明文化せず、本会議や委員会に出席できない事由を一括して「事故」と

総称してきたが、法令上の「事故」＊概念と一般社会における「事故」概念に隔たりが

あり、「事故」という言葉の使用に違和感があるという意見も多い。 

このため、参議院規則や他の議長会の標準会議規則との整合性にも配慮しつつ一般的

に欠席がやむを得ないと想定し得る代表的な事由として、「公務」「疾病」を例示すると

ともに、「事故」を「その他のやむを得ない事由」に改める。 

 

＊使用例として、地方自治法第１０６条では、議長の職務遂行が困難な事由を「事故」

としている。 

 

参考 標準都道府県議会会議規則（令和３年１月２７日改正） 

第２条 議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由のため出席でき

ないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の

６週間（多胎妊娠の場合にあつては、１４週間）前の日から当該出産の予定日（議員が出

産したときは、当該出産の日）後８週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間

を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。 

 

参考 衆議院規則 

第１８５条 議員が事故のため出席できなかったときは、その理由を附し欠席届を議長に提

出しなければならない。 

２ 議員が出産のため議院に出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に提出す

ることができる。 

 

参考 参議院規則 

第１８７条 第１項 略 

２ 公務、疾病、出産その他一時的な事故によって議院に出席することができないときは、

その理由を記した欠席届を議長に提出しなければならない。 
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改正後の運用等について 

１． 欠席事由等について 

（１）「公務」については、議会の開会中、会議を欠席しても、議員派遣（地方自治法第１

００条第１３項）や委員派遣（標準市議会会議規則第１０６条）、広域連合や一部事務

組合の議会への出席、議会代表としての正副議長による会議等への出席などが必要とさ

れる事態を想定している。 

具体的にどのような事態がこれに該当するかについては、本会議や委員会より優先せ

ざるを得ない状況か否かを事案ごとに判断することになる。 

   なお、議員派遣・委員派遣の議決により欠席届の提出を不要と解せるため、「公務」

を加えることは必要ないという意見もあったが、議員派遣・委員派遣の手続と欠席届の

手続は別目的のものであること、参議院規則でも議員派遣・委員派遣を含む「公務」を

欠席事由として設けており、規則上、「公務」による欠席届を提出しなければならない

とされていることから定めたものである。 

 

（２）「疾病」については、病気による欠席のほか、怪我による欠席も含まれると解してい

る。なお、同様の規定を設けている参議院規則においては、怪我の場合も疾病としての

欠席届を受理する解釈・運用がなされている。 

 

（３）「育児」「看護」「介護」については、主として議員の家族に対する「育児」「看護」「介

護」の必要性が生じた場合を想定しているが、家族関係や居住形態の多様化により、地

域ごとにその考えが異なる場合も予想されるため、必ずしも家族だけに限定せず、その

範囲は地域の実情を踏まえて判断することが適当である。 

実際に欠席届があった場合、その欠席事由がやむを得ないものとして議員の会議出席

義務に優先するものか、各地方公共団体の職員に対する規則なども参考に、具体の事例

に即して、個別に判断されることになる。 

 

（４）「疾病」「育児」「看護」「介護」を通じて、それぞれを欠席事由とする場合の欠席日数

についても、対象者の状態により異なるため、それぞれの事由に対する欠席期間を一律

に提示することが困難である。 

事由が生じた都度、議長等が既定の手続に従い、その欠席日数がやむを得ないものと

して議員の会議出席義務に優先して必要とされるか、具体の事例に即して個別に判断さ

れることになる。この点については、（３）と同様である。 

 

（５）「配偶者の出産補助」については、議員の配偶者が出産する際の入退院、出産等の付

添などにより欠席する場合を想定している。 

 

（６）「その他のやむを得ない事由」については、上記の事由以外で欠席する場合であるが、

どのような事由が「やむを得ない事由」に該当するかは、過去の市議会における事例な

どを参考に、各市議会が個別に判断することになる。 

なお、今回の改正は、女性はじめ多様な人材の議会への参画を促す環境整備の観点か

ら行ったものであり、「忌引き」や「災害」は例示として挙げていないが、各市の実状

に応じてこれらを例示として規定することは差し支えないものと考える。 

 

（７）欠席に関する届出の方法や書類（ex 医師の診断書など）添付の必要性、「育児」「看護」

「介護」を欠席事由とする場合の対象者や欠席期間についての考え方など、欠席に関す

る具体的な手続において必要となる事項については、これらに関係する法律（育児・介

護休業法）や各地方公共団体の職員に対する規則などを参考に、各市議会において要綱

や規程の制定で対応することが考えられる。 

-3-



また、欠席届の提出時期については、出産については、予定日があらかじめ判明する

ことから、「あらかじめ」と規定したものであるが、その他の事由についても事由の内

容や状況により、あらかじめ判明する場合もあることから、「あらかじめ」という規定

がないことをもって事前の提出ができないとする趣旨ではない。従来からの運用に基づ

いて対応することになる。 

 

２． 産前産後の欠席期間の運用について 

   会議規則第２条第２項の規定は、出産を予定している女性議員が、出産のために欠席

するとき、産前６週、産後８週を欠席期間の上限として設けたものであるので、本人の

意思によりこの期間未満の範囲を定めて欠席することも可能と解する。 

 また、議員の住民代表としての職責を考慮し、議員の意思による産前産後の会議への

出席を可能とするため、産前産後の期間を連続して取得する場合だけではなく、分割し

て取得することも可能と解する。 

 産前６週産後８週の欠席期間については、医学的な知見を踏まえ、母体の健康維持・

回復に必要な期間として設けたものである。 

具体的な運用については、例えば、出産が予定日より遅れ、産前の欠席期間の６週間

を超えた場合は、再度、欠席届を提出し当該超えた期間についても産前休暇として扱う

ことができると考える。しかし、出産が予定日より早く、例えば５週間で出産した場合、

残りの１週間を産後の８週間に繰り越す（合計で産後９週間）ことはできないと考える。 

 標準市議会会議規則の考えは以上であるが、各市議会の判断で、例えば当該市の職員

に対する該当規則に準じて産前産後とも８週とすることが、必ずしも否定される訳では

ないと考える。 

なお、欠席の届出方法や医師の診断書添付の要不要など具体的な手続等については、

各市議会において、要綱や規程であらかじめ定めておくことが望ましいと考えており、

本会としても今後、これらの制定状況に関する調査の実施を予定している。 

 

３． 欠席期間中の議員活動について 

いずれの欠席事由にせよ、欠席期間中の行為が、それぞれの欠席事由の趣旨に照らし、

市民の議会に対する批判を招き、また、議会に対する信頼を損なうことがあってはなら

ない。 

 とりわけ、長期に及ぶ産前産後の欠席期間を設ける趣旨は、女性議員が安心して出産

し、産後の健康を母子ともに保持できる環境を整備することにある。したがって、産前

産後の欠席期間中の議員活動やその他の行為は、その趣旨に沿ったものであることが求

められる。例えば、本会議を欠席する一方、現地視察、所属政党の会議や後援会活動へ

の参加、街頭演説などを行うことは、欠席に係る制度の必要性や信頼性を損ねることに

つながりかねないため、欠席期間中の活動や行為については、その必要性等を十分吟味

するとともに市民の批判を招くものとならないか深慮して慎重に対処する必要がある。 

 

４． 産前産後の欠席期間中の議員報酬について 

   議員の報酬の額及びその支給方法は、条例で定めることになっている（地方自治法第

２０３条第４項）。今回の規則改正とその運用に伴い、既に長期欠席議員の報酬減額条

例を制定している市議会などにおいては、出産に伴う長期欠席を議員報酬の減額対象に

追加するか否かについて、議論が提起される可能性があることに留意する必要がある。 

   なお、既に出産に伴う長期欠席を議員報酬の減額対象から除外している市議会もある

ため、本会としても今後、これに関する詳細な調査を行うことにしている。 
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標準市議会会議規則の改正について（請願書への押印関係） 

 

改正の理由 

 デジタル化政策の一環として、これまで行政手続等において求めてきた押印について、特段

の合理的な理由がある場合を除き、原則としてその廃止を広く推進している政府の方針を踏ま

え、地方議会においても、議会運営に当たり押印を求めなくても特段支障がない事項について

は、これを廃止することが適当である。 

この様な観点から、標準市議会会議規則の見直しを行い、請願者に対し提出時に求めている

署名押印を署名又は記名押印に改める改正を行う。また、これに併せて、請願者が法人の場合

の条文について、規定の整備を行う。 

 

新旧対照表 

新 旧 

（請願書の記載事項等） 

第１３９条 請願書には、邦文を用いて、請

願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を

記載し、請願者が署名又は記名押印をしな

ければならない。 

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、

請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び

所在地を記載し、代表者が署名又は記名押

印をしなければならない。 

３ 前２項の請願を紹介する議員は、請願書

の表紙に署名又は記名押印をしなければな

らない。 

４ 省略 

５ 省略 

（請願書の記載事項等） 

第１３９条 請願書には、邦文を用いて、請

願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び

氏名（法人の場合にはその名称及び代表者

の氏名）を記載し、請願者が押印をしなけ

ればならない。 

２ 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に

署名又は記名押印をしなければならない。 

３ 省略 

４ 省略 

 

 

改正の考え方について 

 標準市議会会議規則第１３９条第２項では、従来から請願紹介議員に署名又は記名押印を求

めていること、また、標準都道府県議会会議規則では、従来から請願紹介議員及び請願者に対

して署名又は記名押印を求めていることを踏まえた改正である。 

加えて、身体的理由により署名が困難な請願者が自署できず、請願者の要件を満たさない事

態は、憲法が保障する請願権の行使に反する恐れがあり問題が多いことも、単に押印を廃止す

るのではなく、選択肢として記名押印を残すこととした理由である。 
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参考 標準都道府県議会会議規則 

第８８条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所（法人の場合

にはその所在地）を記載し、請願者（法人の場合にはその名称を記載し、代表者）が署名又は

記名押印しなければならない。 

２ 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。 

３ 省略 

 

参考 衆議院規則 

第１７１条 請願書には、請願者の住所氏名（法人の場合はその名称及び代表者の氏名）を記

載しなければならない。 

第１７３条 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。 

＊衆議院ホームページで、「請願者の住所氏名を記載してください。氏名は自筆によることが原

則です。印刷された文字などによる場合や複写されている場合は押印が必要です。」と掲載し、

事実上、署名又は記名押印を求めている。 

 

参考 参議院規則 

第１６２条 請願書は、請願者の氏名（法人の場合はその名称）及び住所（住所のない場合は

居所）を記載したものでなければならない。 

＊参議院ホームページで、「請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロやゴム印な

どによる場合や複写されている場合は押印（拇印は不可）があれば署名と同様に扱います。

（中略）団体については、法人に限り、総代名義により請願書を提出することができます。

この場合は、当該法人の名称及び代表者の役職名・氏名を明記の上、代表者の役職名印を押

印してください。」と掲載し、事実上、署名又は記名押印を求めている。 

 

改正後の運用等について 

 標準市議会会議規則の改正後、押印を必要としている各種書式（標準市議会書式例）につい

ても検討を行い、改正の手続を行う。なお、これに関する検討会の開催は行わず、議会関係三

団体（本会、全国都道府県議長会及び全国町村議会議長会）の担当者による協議等での対応と

する。 
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